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Information file

所
得
額
に
か
か
わ
ら
ず

申
告
し
て
く
だ
さ
い

税
・
国
保

　

市
県
民
税
は
、
地
域
生
活
に
必
要

な
学
校
や
公
園
、
道
路
な
ど
の
整
備
を

行
う
大
切
な
財
源
に
な
る
も
の
で
す
。

か
な
ら
ず
納
期
限
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

納
付
書
は
、
納
期
限
内
に
金
融
機

関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
利

用
で
き
ま
す
。

◆�

保
険
税
・
保
険
料
の
軽
減
な
ど
の
措

置
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆�

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
の
加
入
者
は
、
所
得
が
な
い
方

も
全
員
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
私
は
所
得
が
少
な
く
、
申
告
の
義

務
が
な
い
か
ら
」と
申
告
を
し
な
い
と
、

正
し
い
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
が
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

と
き　

２
月
26
日
㈭
・
27
日
㈮

　

午
前
９
時
45
分
～
午
後
４
時

と�
こ
ろ　

刈
谷
市
産
業
振
興
セ
ン

タ
ー

定
員　

156
人（
先
着
順
）

　

国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）は
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆

さ
ん
の
医
療
費
や
、
子
ど
も
が
生
ま

れ
た
と
き
の
給
付
な
ど
に
あ
て
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

納
期
限
内
に
納
め
て
い
た
だ
か
な

い
と
、
国
民
健
康
保
険
の
財
源
が
不
足

し
、
健
全
な
運
営
に
支
障
が
出
ま
す
。

か
な
ら
ず
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

口
座
振
替
の
利
用
を

　

納
税
に
は
、
口
座
振
替
が
便
利
で

安
心
で
す
。
納
期
ご
と
に
金
融
機
関

や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
に
出
か
け
る
必
要

が
な
く
、
指
定
し
た
口
座
か
ら
自
動

市
県
民
税

第
４
期
の
納
期
限
は

２
月
２
日
㈪
で
す

国
民
健
康
保
険
税

第
７
期
の
納
期
限
は

２
月
２
日
㈪
で
す

消
　
防

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

的
に
引
き
落
と
さ
れ
る
た
め
、
納
め

忘
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

申
込
手
続
き
は
、
金
融
機
関
お
よ

び
市
役
所
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

通
帳
と
通
帳
に
使
用
し
て
い
る
印
鑑

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
口
座
振
替
を
利
用
し
て
い

る
場
合
は
、
残
高
の
確
認
を
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
先

◆
市
県
民
税

・
□市
税
務
グ
ル
ー
プ

　

 

☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
246
・

247
・

253
）

・
口
座
振
替
に
つ
い
て

　

 （
内
線
241
・

243
・

259
）

◆
国
民
健
康
保
険
税

　

□市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　

 

☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
261
・

262
）

　

被
保
険
者
の
総
所
得
金
額（
世
帯
の

加
入
者
全
員
の
所
得
を
合
計
し
た
額
）

が
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
金
額
以
下

の
場
合
や
、
市
民
税
が
非
課
税
の
場

合
な
ど
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
、

保
険
税
・
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
入
院
の
際
の
食
事
代
の
減

額
や
、
高
額
療
養
費
に
か
か
る
医
療

費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
少
な
く
な

る
制
度
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
申
告
が
さ
れ
て
な
い
と
、

こ
れ
ら
の
制
度
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
判
定
が
で
き
ず
、
せ
っ
か
く
有
利

に
な
る
制
度
を
利
用
で
き
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　

□市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　

 

☎
５
２
‒
１
１
１
１

・ 

国
民
健
康
保
険
担
当（
内
線
261・262
）

・ 

後
期
高
齢
者
医
療
担
当（
内
線
227
・

　

217
）

受�

講
料　
４
,0
0
0
円（
当
日
持
参
）

申
込
期
間　

１
月
26
日
㈪
～
30
日
㈮

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

※
定
員
に
な
り
し
だ
い
締
切

※�

申
込
書
は
、
申
込
場
所
か
衣
浦
東

部
広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

入
手

※�

申
込
時
に
証
明
写
真（
縦
４
㎝
×

横
３
㎝
、
３
か
月
以
内
）１
枚
が

必
要

※�

直
接
窓
口
に
申
込
。
電
話
・
郵
送

は
不
可

申
込
・
問
合
せ
先

・
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
予
防
係

　

☎
６
３
‒
0
１
３
６

・
高
浜
消
防
署
予
防
係

　

☎
５
２
‒
１
１
９
0


